
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆ＰＣの起動・終了ログなどから労働時間を予測する

勤怠管理のクラウドサービス 

ソフトウェア開発の株式会社ソニックガーデンは

４月１日、自社が提供する月額制の“打刻レス”勤怠

管理ツール「ラクロー」が、労働基準法の「賃金台帳

への労働時間記載」（同法108条および施行規則 54条）

と、改正労働安全衛生法の「労働時間の状況把握」（同

法 66条の８の３）に適合している旨、厚生労働省に確

認がとれたとするプレスリリースを公表しました。 

ラクローは、ＰＣの起動・終了ログ、カレンダーの

予定時刻、メールの送信時刻などから労働時間を予測

する、勤怠管理のクラウドサービスです。従来の勤怠

管理と違い、従業員による「打刻」や「時刻入力」の

プロセスがないのが大きな特徴となっています。 

同社は、４月からいよいよ施行された働き方改革関

連法にともない、ユーザーから「法が求める労働時間

管理にラクローが対応しているのか」という質問が相

次いでいることへの対応としています。 

 

◆勤怠管理（打刻）と「適正把握ガイドライン」の関

係 

労働時間管理における重要な指針として、平成29年

１月策定の「労働時間の適正な把握のために使用者が

講ずべき措置に関するガイドライン」（以下「適正把

握ガイドライン」）があります。これにおいて、国は

使用者に対し、「労働者の労働日ごとの始業・終業時

刻を確認し、適正に記録すること」を求めており、そ

の方法は労働者の「自己申告」ではなく、「客観的な

記録」（タイムカード、ＩＣカードによる入退室ログ、

ＰＣの使用時間の記録等）に基づくことを原則とする

ものとしています。やむを得ず「自己申告」による場

合は、自己申告による時間と、入退場記録やＰＣ使用

時間記録を基にした時間に乖離が生じているときに、

実態調査と補正をすること等をしなければなりませ

ん。 

前述のプレスリリースによれば、従来型の勤怠管理

サービスは適正把握ガイドラインにおける「自己申告」

に相当するのに対し、ラクローは「客観的な記録」と

して扱われるので、労働時間管理に多大な労力を必要

とせず、未払い残業代請求や残業時間上限超過など法

令違反リスクもないとのことです。 

 

◆自社にあった勤怠管理は？ 

労働者を対象とした勤怠管理と打刻に関する民間

調査（HR NOTE「勤怠管理に関するインターネット調

査」2016 年実施）によれば、「あなたの勤め先の勤怠

管理方法」で多いのは「タイムカードにて打刻」26.4％、

「紙の出勤簿に記入」19.9％、「ＰＣのＷｅｂブラウ

ザよりログインして打刻」15.6％と、アナログな手法

もまだまだ根強いようです。また、「勤怠管理に関す

る不満」としては、「正確な勤怠管理ができていない

ように感じる」15.0％が最多の回答でした。労働者に

とって、「正確な勤怠管理」（＝適正な労働時間管理

把握）がされないことは、サービス残業や過重労働の

温床となるおそれがあり、関心の高いところです。 

ラクローのような新手法にしろ、従来の手法にしろ、

法律が求める要件と従業員が求める要件の双方に対

応した勤怠管理をしたいものです。 

【参考】 

株式会社ソニックガーデン ニュース 

https://www.sonicgarden.jp/news/326 

出退勤時に打刻しない 
勤怠管理の最新動向 

2019 年 5 月号 

連絡先：〒921-8801  

野々市市御経塚３－３７ 

電話 ： 076-216-7661  ＦＡＸ ： 076-216-7662 

ｅ－ｍａｉｌ：takao_syarousi@rouge.plala.or.jp 

 



 

 

 
 
◆官庁のシステムは 5 月 7 日までに対応完了予定 
 4 月 1 日に新元号が発表され、これから新しい時代

が始まります。政府は、3 月 14 日の改元に向けた関係

省庁連絡会議で、年金、雇用保険、納税等の改元に伴

う作業を 5 月 7 日までに終え、国民生活に影響は出な

い見通しになったと確認しました。 
 さらに 4 月 2 日、行政手続文書に改元日以降の年号

が「平成」と書かれていても有効として受理すること

を閣議決定しました。 
 
◆日本年金機構における対応 
 4 月 1 日掲載の「改元に関するお知らせ」によると、

通知書等が「平成」で表記されていても有効として取

り扱われ、旧様式による届出も可能です。ただし、5 月

1 日以降の日付が「平成」で表記されている場合、可

能な限り補正（訂正印不要）して提出することが求め

られます。 
 年金事務所等が 4 月 27 日から 5 月 6 日まで休所す

る間、電子申請プログラムのバージョン変更も行われ

るため、5 月 1 日以降電子申請を行う場合は、先に更

新を行う必要があります（対象プログラム未公表）。な

お、連休中も電子申請の受付はされますが、処理が行

われないため、処理完了までに時間を要します。 
 また、ねんきんネットは連休中の一部期間でサービ

ス停止予定です（停止期間未公表）。 
 
◆ハローワークのサービス停止期間 
 4 月 5 日掲載の「インターネットから求人・求職仮

登録等のお申込みの方へ」によると、4 月 25 日 18 時

から 5 月 6 日 18 時まで、求人情報仮登録のサービス

が停止されます。 
 
◆源泉所得税の納付書の記載のしかた 
 年度欄が平成の納付書を使用する場合も、平成31年

4 月 1 日～令和 2 年 3 月末日までの間に納付する場

合、年度欄には「３１」と記載し、補正は不要です。 
 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付

書）以外の納付書も同様です。 
 
◆自社の使用するシステムも要チェック 
 独立行政法人情報処理推進機構によれば、改元対応

をしないと、帳票印刷に不具合が出たり、日付に応じ

た処理がなされなくなったりするおそれがあります。

他システムと連携している場合、双方が対応していな

いと正常に処理されなくなるおそれもあります。 
 元号が組み込まれたシステムのアップデート等を

行い、画面表示や帳票・印字が適正かどうかを確認し、

他システムとの連携に問題がないか、あらかじめ確認

しておきましょう。 
 
 

 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 
［労働基準監督署］ 

 
15 日 
○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 
 
31 日 
○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 
○ 自動車税の納付［都道府県］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
○ ［公共職業安定所］ 
○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］ 
 
 

～当事務所よりひと言～ 
 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。 
【平成 31 年度の雇用保険料率について】 

『一般の事業』 
労働者負担分・・・3／1,000 
事業主負担分・・・6／1,000   計 9／1,000 

『建設の事業』 
労働者負担分・・・4／1,000 
事業主負担分・・・8／1,000   計 12／1,000 
※昨年と同様の保険料率です。ご確認ください。 
 
５月より新しい元号の「令和」が始まります。 
労務に関連する手続きは今回の記事をご参考に申

請を行ってください。 

間もなく令和！ 人事労務・給与担当者

が確認しておくべきこと 

5 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


